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参照条文

○日本国憲法（抄）

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

○土地基本法（平成元年法律第八十四号）

目次

第一章 総則（第一条―第十条）

第二章 土地に関する基本的施策（第十一条―第十八条）

第三章 国土審議会の調査審議等（第十九条）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者

及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する

施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ正常な需

給関係と適正な地価の形成を図るための土地対策を総合的に推進し、もって国民生活の

安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

（土地についての公共の福祉優先）

第二条 土地は、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源であること、国

民の諸活動にとって不可欠の基盤であること、その利用が他の土地の利用と密接な関係

を有するものであること、その価値が主として人口及び産業の動向、土地利用の動向、

社会資本の整備状況その他の社会的経済的条件により変動するものであること等公共の

利害に関係する特性を有していることにかんがみ、土地については、公共の福祉を優先

させるものとする。

（適正な利用及び計画に従った利用）

第三条 土地は、その所在する地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に応じて

適正に利用されるものとする。

２ 土地は、適正かつ合理的な土地利用を図るため策定された土地利用に関する計画に従

って利用されるものとする。

参考資料５
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（投機的取引の抑制）

第四条 土地は、投機的取引の対象とされてはならない。

（価値の増加に伴う利益に応じた適切な負担）

第五条 土地の価値がその所在する地域における第二条に規定する社会的経済的条件の変

化により増加する場合には、その土地に関する権利を有する者に対し、その価値の増加

に伴う利益に応じて適切な負担が求められるものとする。

（国及び地方公共団体の責務）

第六条 国及び地方公共団体は、第二条から前条までに定める土地についての基本理念（以

下「土地についての基本理念」という。）にのっとり、土地に関する施策を総合的に策

定し、及びこれを実施する責務を有する。

２ 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、土地についての基本理念に関する国民

の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。

（事業者の責務）

第七条 事業者は、土地の利用及び取引（これを支援する行為を含む。）に当たっては、

土地についての基本理念に従わなければならない。

２ 事業者は、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならな

い。

（国民の責務）

第八条 国民は、土地の利用及び取引に当たっては、土地についての基本理念を尊重しな

ければならない。

２ 国民は、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力するように努めなけ

ればならない。

（法制上の措置等）

第九条 政府は、土地に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措

置を講じなければならない。

（年次報告等）

第十条 政府は、毎年、国会に、地価、土地利用、土地取引その他の土地に関する動向及

び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならない。

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る土地に関する動向を考慮して講じようとする基本的

な施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

３ 政府は、前項の講じようとする基本的な施策を明らかにした文書を作成するには、国

土審議会の意見を聴かなければならない。

第二章 土地に関する基本的施策



- 3 -

（土地利用計画の策定等）

第十一条 国及び地方公共団体は、適正かつ合理的な土地利用を図るため、人口及び産業

の将来の見通し、土地利用の動向その他の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件を

勘案し、必要な土地利用に関する計画（以下「土地利用計画」という。）を策定するも

のとする。

２ 前項の場合において、国及び地方公共団体は、地域の特性を考慮して良好な環境に配

慮した土地の高度利用、土地利用の適正な転換又は良好な環境の形成若しくは保全を図

るため特に必要があると認めるときは土地利用計画を詳細に策定するものとし、地域に

おける社会経済活動の広域的な展開を考慮して特に必要があると認めるときは土地利用

計画を広域の見地に配慮して策定するものとする。

３ 第一項の場合において、国及び地方公共団体は、住民その他の関係者の意見を反映さ

せるものとする。

４ 国及び地方公共団体は、第一項に規定する諸条件の変化を勘案して必要があると認め

るときは、土地利用計画を変更するものとする。

（適正な土地利用の確保を図るための措置）

第十二条 国及び地方公共団体は、土地利用計画に従って行われる良好な環境に配慮した

土地の高度利用、土地利用の適正な転換又は良好な環境の形成若しくは保全の確保その

他適正な土地利用の確保を図るため、土地利用の規制に関する措置を適切に講ずるとと

もに、土地利用計画に係る事業の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

２ 国及び地方公共団体は、前項の措置を講ずるため必要な公有地の拡大の推進等公共用

地の確保に努めるものとする。

３ 国及び地方公共団体は、第一項の措置を講ずるに当たっては、需要に応じた宅地の供

給の促進が図られるように努めるものとする。

（土地取引の規制等に関する措置）

第十三条 国及び地方公共団体は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす

弊害を除去し、適正な地価の形成に資するため、土地取引の規制に関する措置その他必

要な措置を講ずるものとする。

（社会資本の整備に関連する利益に応じた適切な負担）

第十四条 国及び地方公共団体は、社会資本の整備に関連して土地に関する権利を有する

者が著しく利益を受けることとなる場合において、地域の特性等を勘案して適切である

と認めるときは、その利益に応じてその社会資本の整備についての適切な負担を課する

ための必要な措置を講ずるものとする。

（税制上の措置）

第十五条 国及び地方公共団体は、土地についての基本理念にのっとり、土地に関する施

策を踏まえ、税負担の公平の確保を図りつつ、土地に関し、適正な税制上の措置を講ず
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るものとする。

（公的土地評価の適正化等）

第十六条 国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を

公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努める

ものとする。

（調査の実施等）

第十七条 国及び地方公共団体は、土地に関する施策の総合的かつ効率的な実施を図るた

め、土地の所有及び利用の状況、地価の動向等に関し、調査を実施し、資料を収集する

等必要な措置を講ずるものとする。

２ 国及び地方公共団体は、土地に関する施策の円滑な実施に資するため、個人の権利利

益の保護に配慮しつつ、国民に対し、土地の所有及び利用の状況、地価の動向等の土地

に関する情報を提供するように努めるものとする。

（施策の整合性の確保及び行政組織の整備等）

第十八条 国及び地方公共団体は、土地に関する施策を講ずるにつき、相協力し、その整

合性を確保するように努めるものとする。

２ 国及び地方公共団体は、土地に関する施策を講ずるにつき、総合的見地に立った行政

組織の整備及び行政運営の改善に努めるものとする。

第三章 国土審議会の調査審議等

（国土審議会の調査審議等）

第十九条 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、土地に関する総合的かつ基本的な

施策に関する事項及び国土の利用に関する基本的な事項を調査審議する。

２ 国土審議会は、前項に規定する事項に関し、国土交通大臣に対し、及び国土交通大臣

を通じて関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。

３ 関係行政機関の長は、土地に関する総合的かつ基本的な施策に関する事項でその所掌

に係るもの及び国土の利用に関する基本的な事項でその所掌に係るものについて国土審

議会の意見を聴くことができる。

附 則 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。
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○国土調査法（昭和二十六年法律第百八十号）

目次

第一章 目的及び定義（第一条・第二条）

第二章 計画及び実施（第三条―第十条）

第三章 国土審議会等の調査審議等（第十一条―第十六条）

第四章 成果の取扱（第十七条―第二十一条）

第五章 雑則（第二十二条―第三十四条の二）

第六章 罰則（第三十五条―第三十八条）

附則

第一章 目的及び定義

（目的）

第一条 この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あ

わせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的と

する。

（定義）

第二条 この法律において「国土調査」とは、左の各号に掲げる調査をいう。

一 国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査

二 都道府県が行う基本調査

三 地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者（以下「土地改良区等」とい

う。）が行う土地分類調査又は水調査で第五条第四項又は第六条第三項の規定による

指定を受けたもの及び地方公共団体又は土地改良区等が行う地籍調査で第五条第四項

若しくは第六条第三項の規定による指定を受けたもの又は第六条の三第二項の規定に

より定められた事業計画に基くもの

２ 前項第一号及び第二号の「基本調査」とは、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基

礎とするために行う土地及び水面の測量（このために必要な基準点の測量を含む。）並

びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿

冊に作成することをいう。

３ 第一項第一号及び第三号の「土地分類調査」とは、土地をその利用の可能性により分

類する目的をもつて、土地の利用現況、土性その他の土じようの物理的及び化学的性質、

浸蝕の状況その他の主要な自然的要素並びにその生産力に関する調査を行い、その結果

を地図及び簿冊に作成することをいう。

４ 第一項第一号及び第三号の「水調査」とは、治水及び利水に資する目的をもつて、気

象、陸水の流量、水質及び流砂状況並びに取水量、用水量、排水量及び水利慣行等の水

利に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。

５ 第一項第三号の「地籍調査」とは、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目

の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するこ
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とをいう。

６ 第二項から前項までに規定する地図及び簿冊の様式は、政令で定める。

７ 第一項第一号に規定する基本調査、土地分類調査又は水調査を行う国の機関は、これ

らの国土調査の各々について政令で定める。

第二章 計画及び実施

（基礎計画及び作業規程の準則）

第三条 国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省

令で定める。

２ 国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。

（国の機関が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程）

第四条 国の機関が行う国土調査の実施計画は、前条第一項の基礎計画に基いて、当該調

査を行う国の機関が作成する。

２ 前項の実施計画は、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得て定めなければならない。

３ 第一項の国の機関が行う国土調査の作業規程は、前条第二項の作業規程の準則に基づ

いて、当該調査を行う国の機関が作成して、これを国土交通大臣に届け出なければなら

ない。

４ 国の機関が第二条第一項第一号の国土調査を行う場合においては、当該調査が行われ

る都道府県におけるその実施の方法について、当該都道府県の意見を聞かなければなら

ない。

（都道府県が行う国土調査の指定）

第五条 都道府県は、国土調査として基本調査を行おうとする場合においては、第三条第

一項及び第二項の基礎計画及び作業規程の準則に基づいて、その実施に関する計画及び

作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

２ 都道府県は、基本調査の成果に基づいて、国土調査として第二条第一項第三号の調査

（地籍調査で第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づくものを除く。

以下第六条第一項において同じ。）を行おうとする場合においては、その実施に関する

計画を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

３ 都道府県は、第三条第二項の作業規程の準則に基づいて、前項の規定による届出をし

た計画に係る調査の作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならな

い。

４ 国土交通大臣は、前三項の規定による届出があつた場合においては、その届出に係る

計画及び作業規程を審査し、その結果に基づいて当該調査を国土調査として指定し、又

は当該届出に係る計画若しくは作業規程の変更を勧告し、若しくは必要な助言をした場

合において当該都道府県がこれに同意したときはその計画若しくは作業規程に変更を加

えて国土調査として指定しなければならない。

５ 国土交通大臣は、前項の規定により国土調査の指定をした場合においては、遅滞なく、
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政令で定めるところにより、公示しなければならない。

（市町村又は土地改良区等が行う国土調査の指定）

第六条 市町村又は土地改良区等は、基本調査の成果に基いて、国土調査として第二条第

一項第三号の調査を行おうとする場合においては、その実施に関する計画を作成して、

これを都道府県知事に届け出なければならない。

２ 市町村又は土地改良区等は、第三条第二項の作業規程の準則に基いて、前項の規定に

よる届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを都道府県知事に届け出な

ければならない。

３ 都道府県知事は、前二項の規定による届出があつた場合においては、その届出に係る

計画及び作業規程を審査し、その結果に基いて当該調査を国土調査として指定し、又は

当該届出に係る計画若しくは作業規程の変更を勧告し、若しくは必要な助言をした場合

において当該市町村又は土地改良区等がこれに同意したときはその計画若しくは作業規

程に変更を加えて国土調査として指定しなければならない。

４ 都道府県知事は、前項の規定によつて当該国土調査の指定をしようとする場合におい

ては、あらかじめ、国土交通大臣等（当該指定に係る調査が、市町村が行うものである

場合にあつては国土交通大臣、土地改良区等が行うものである場合にあつては国土交通

大臣及び土地改良区等を所管する大臣をいう。以下同じ。）の意見を求めることができ

る。

５ 都道府県知事は、第三項の規定により国土調査の指定をした場合においては、遅滞な

く、政令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない。

（地籍調査に関する特定計画）

第六条の二 国土交通大臣は、国土の総合開発に関する施策を策定し、又はこれが実施の

円滑化を図るため特に速やかに地籍調査を行う必要があると認める地域について、政令

で定めるところにより地籍調査に関する特定計画を定めて、遅滞なく、これを公示する

とともに、関係都道府県に通知しなければならない。

２ 国土交通大臣は、前項の特定計画を定めようとする場合においては、あらかじめ、関

係都道府県と協議しなければならない。

（地籍調査に関する都道府県計画等）

第六条の三 都道府県は、前条第一項の通知を受けたときは、同項の特定計画に基づき、

政令で定めるところにより地籍調査に関する都道府県計画を定めて、これを国土交通大

臣に報告しなければならない。

２ 都道府県は、前項の都道府県計画に基き、関係市町村又は土地改良区等と協議し、毎

年度、政令で定めるところにより、当該年度における事業計画を定めなければならない。

３ 都道府県は、前項の事業計画を定めようとする場合においては、あらかじめ、国土交

通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

４ 国土交通大臣は、前項の同意をする場合においては、第九条の二第二項の規定により

国が負担することとなる経費の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内に
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おいてしなければならない。

５ 第二項の事業計画が定められた場合においては、都道府県知事は、遅滞なく、政令で

定めるところによりこれを公表するよう努めるとともに、関係市町村又は土地改良区等

に通知しなければならない。

（事業計画の実施等）

第六条の四 都道府県、市町村又は土地改良区等は、前条第二項の規定により定められた

事業計画に基づく地籍調査を行うものとする。

２ 前項の場合において、都道府県、市町村又は土地改良区等は、あらかじめ、その実施

に関する計画及び第三条第二項の作業規程の準則に基づく作業規程を作成して、都道府

県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け

出なければならない。

（国土調査の実施の公示）

第七条 国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公

示しなければならない。

（国土調査の実施の勧告）

第八条 都道府県が土地改良事業その他の政令で定める事業を行う場合又はこれらの事業

が道若しくは二以上の都府県の区域にわたつて行われる場合においては、当該事業を所

管する大臣（以下「事業所管大臣」という。）は、当該事業を行う者に対し、国土調査

を併せ行うことを勧告することができる。

２ 第五条の規定は、前項の事業を行う者が同項の勧告に基いて国土調査を併せ行う場合

に準用する。この場合において、同条中「都道府県」とあるのは「土地改良事業その他

の政令で定める事業を行う者」と、「国土交通大臣」とあるのは「事業所管大臣」と読

み替えるものとする。

３ 事業所管大臣は、前項において準用する第五条第四項の規定による指定又は勧告若し

くは助言をする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならな

い。

４ 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において国の機関及び都道府県以外の者が第

一項の事業を行う場合においては、当該事業を行う者に対し、国土調査をあわせ行うこ

とを勧告することができる。

５ 第六条の規定は、前項の事業を行う者が同項の勧告に基づいて国土調査を併せ行う場

合に準用する。この場合において、同条第四項中「国土交通大臣等（当該指定に係る調

査が、市町村が行うものである場合にあつては国土交通大臣、土地改良区等が行うもの

である場合にあつては国土交通大臣及び土地改良区等を所管する大臣をいう。以下同

じ。）」とあるのは、「国土交通大臣及び事業所管大臣」と読み替えるものとする。

（補助金の交付）

第九条 国は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該調査を行う者又は当
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該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、政令で定めるところにより、

予算の範囲内において補助金を交付することができる。

一 第五条第四項の規定により当該都道府県の届出に係る計画及び作業規程に変更を加

えた国土調査の指定があつた場合

二 第六条第三項の規定により当該市町村又は土地改良区等の届出に係る計画及び作業

規程に同条第四項の規定による請求があつた場合において国土交通大臣等がした勧告

又は助言に基づく変更を加えた国土調査の指定があつた場合

三 前条第一項に規定する者が同項の勧告に基き、且つ、同条第二項において準用する

第五条第四項の規定による指定によつて国土調査をあわせ行う場合

四 前条第四項に規定する者が同項の規定による勧告に基づき、かつ、同条第五項にお

いて準用する第六条第四項の規定による請求があつた場合において国土交通大臣及び

事業所管大臣がした勧告又は助言に基づく指定によつて国土調査を併せ行う場合

（経費の負担）

第九条の二 都道府県は、政令で定めるところにより、第六条の四の規定により市町村が

行う地籍調査に要する経費の四分の三又は土地改良区等が行う地籍調査に要する経費の

六分の五を負担する。

２ 国は、政令で定めるところにより、第六条の四の規定により都道府県が行う地籍調査

に要する経費の二分の一又は前項の規定により市町村が行う地籍調査について都道府県

が負担する経費の三分の二若しくは土地改良区等が行う地籍調査について都道府県が負

担する経費の十分の八を負担する。

３ 前項の規定により国が負担する経費は、第六条の三第三項の同意に係る金額を限度と

するものとする。

（国土調査の実施の委託）

第十条 国の機関、都道府県又は市町村は、国土調査を行おうとする場合においては、国

の機関にあつては都道府県又は道若しくは二以上の都府県の区域にわたつて基本調査、

土地分類調査又は水調査に類する調査を行う者に、都道府県にあつては市町村又は土地

改良区等に、市町村にあつては土地改良区等に、それぞれ当該国土調査の実施を委託す

ることができる。

２ 前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村は、国土調査を適正かつ確実に実施

することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当する法人に、

その行う国土調査（同項の規定によりその実施を委託されたものを含む。）の実施を委

託することができる。

第三章 国土審議会等の調査審議等

第十一条 削除（昭和二七年七月法律二八四号）

（国土審議会の調査審議等）
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第十二条 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土調査に関する重要事項につい

て調査審議する。

２ 国土審議会は、必要に応じて、国土調査に関し、国土交通大臣に勧告し、及び国土交

通大臣を通じて関係各行政機関の長に意見を申し出ることができる。

第十三条及び第十四条 削除（昭和二七年七月法律二八四号）

（審議会等の調査審議）

第十五条 都道府県知事は、その管轄区域内において国土調査が実施される場合において

は、国土利用計画法（昭和四十九年法律第九十二号）第三十八条第一項に規定する審議

会等に対し、当該国土調査に関する重要事項について調査審議を求めることができる。

第十六条 削除（昭和二七年七月法律二八四号）

第四章 成果の取扱

（地図及び簿冊の閲覧）

第十七条 国土調査を行つた者は、その結果に基いて地図及び簿冊を作成した場合におい

ては、遅滞なく、その旨を公告し、当該調査を行つた者の事務所（地籍調査にあつては、

当該調査が行われた市町村の事務所）において、その公告の日から二十日間当該地図及

び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。

２ 前項の規定により一般の閲覧に供された地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤又は

政令で定める限度以上の誤差があると認める者は、同項の期間内に、当該国土調査を行

つた者に対して、その旨を申し出ることができる。

３ 前項の規定による申出があつた場合においては、当該国土調査を行つた者は、その申

出に係る事実があると認めたときは、遅滞なく、当該地図及び簿冊を修正しなければな

らない。

（地図及び簿冊の送付）

第十八条 前条第一項の規定により閲覧に供された地図及び簿冊について同項の閲覧期間

内に同条第二項の規定による申出がない場合、同項の規定による申出があつた場合にお

いてその申出に係る事実がないと認めた場合又は同条第三項の規定により修正を行つた

場合においては、当該地図及び簿冊に係る国土調査を行つた者は、それぞれ、国の機関

及び第五条第四項の規定による指定を受け又は第六条の三第二項の規定により定められ

た事業計画に基づいて国土調査を行う都道府県にあつては国土交通大臣に、第八条第一

項の勧告に基づいて国土調査を行う者にあつては事業所管大臣に、その他の者にあつて

は都道府県知事に、遅滞なく、その地図及び簿冊を送付しなければならない。

（成果の認証）

第十九条 国土調査を行つた者は、前条の規定により送付した地図及び簿冊（以下「成果」
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という。）について、それぞれ、国の機関及び第五条第四項の規定による指定を受け又

は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて国土調査を行う都道府

県にあつては国土交通大臣に、第八条第一項の勧告に基づいて国土調査を行う者にあつ

ては事業所管大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に、政令で定める手続により、

その認証を請求することができる。

２ 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けた場

合においては、当該請求に係る国土調査の成果の審査の結果に基づいて、その成果に測

量若しくは調査上の誤り又は政令で定める限度以上の誤差がある場合を除くほか、その

成果を認証しなければならない。

３ 事業所管大臣又は都道府県知事は、前項の規定により国土調査の成果を認証する場合

においては、政令で定める手続により、あらかじめ、それぞれ国土交通大臣又は国土交

通大臣等の承認を得なければならない。

４ 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、第二項の規定により国土調査の成

果を認証した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

５ 国土調査以外の測量及び調査を行つた者が当該調査の結果作成された地図及び簿冊に

ついて政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合において

は、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第二項の規定により認

証を受けた国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認めたときは、これ

らを同項の規定によつて認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定

することができる。

６ 事業所管大臣は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、国土交

通大臣の承認を得なければならない。

（成果の写しの送付等）

第二十条 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、前条第二項の規定により国

土調査の成果を認証した場合又は同条第五項の規定により指定をした場合においては、

地籍調査にあつては当該調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所に、その他の

国土調査にあつては政令で定める台帳を備える者に、それぞれ当該成果の写しを送付し

なければならない。

２ 登記所又は前項の台帳を備える者は、政令で定めるところにより、同項の規定による

送付に係る地図及び簿冊に基づいて、土地の表示に関する登記及び所有権の登記名義人

の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記をし、又は

同項の台帳の記載を改めなければならない。

３ 前項の場合において、地籍調査が第三十二条の規定により行われたときは、登記所は、

その成果に基いて分筆又は合筆の登記をしなければならない。

（成果の保管）

第二十一条 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、第十九条第二項の規定に

より国土調査の成果を認証した場合においては、その成果の写しを、それぞれ当該都道

府県知事又は市町村長に、送付しなければならない。
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２ 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定により送付された国土調査の成果の写を保

管し、一般の閲覧に供しなければならない。

第五章 雑則

（国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣、事業所管大臣及び都道府県知事が行う

報告の請求及び勧告）

第二十二条 国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣は、国土調査

を実施する者に対し、随時、当該国土調査の実施に関し、報告を求め、又は必要な勧告

をすることができる。

２ 都道府県知事は、国の機関及び都道府県以外の国土調査を実施する者に対し、随時、

当該国土調査の実施に関し、報告を求め、又は必要な勧告をすることができる。

第二十二条の二 国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣は、国土

調査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土調査に従事する測量

業を営む者に対し、当該国土調査の実施の状況につき、必要な報告を求めることができ

る。

２ 都道府県知事は、国土調査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、

国の機関及び都道府県以外の者が実施する国土調査に従事する測量業を営む者に対し、

当該国土調査の実施の状況につき、必要な報告を求めることができる。

（国土調査に関係がある測量又は調査に関する報告及び資料の提出の請求）

第二十三条 国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣は、この法律

に規定するその権限の行使について必要があると認める場合においては、国土調査と関

係がある測量又は調査を行う者に対し、報告及び資料の提出を求めることができる。

２ 都道府県知事は、第十五条に規定する事務を行うために必要があると認める場合にお

いては、当該都道府県の区域内における市町村その他の者で国土調査と関係がある測量

又は調査を行うものに対し、報告及び資料の提出を求めることができる。

３ 国土調査を実施する者（第十条第二項の規定により国土調査の実施を委託された法人

が国土調査を実施する場合にあつては、その実施を委託した都道府県又は市町村。第二

十六条第一項を除き、以下同じ。）は、当該国土調査の実施のために必要がある場合に

おいては、その調査事項について、国土調査と関係がある測量又は調査を行う人又は法

人に対して報告及び資料の提出を求めることができる。

（調査等に対する勧告）

第二十三条の二 国土交通大臣は、国の機関その他これに準ずる者で政令で定めるものが

その所有又は管理する土地について地籍調査に類する調査又は測量を行う場合におい

て、その正確さを確保し、又は重複を除くため必要があると認めるときは、その調査又

は測量につき勧告することができる。
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（国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣の助言）

第二十三条の三 国土調査に従事する測量業を営む者は、当該国土調査の実施のために必

要があるときは、国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣に対し

て必要な助言を求めることができる。

（立入り）

第二十四条 国土調査を実施する者は、当該国土調査を実施するために必要がある場合に

おいては、当該国土調査に従事する者を他人の土地に立ち入らせることができる。

２ 前項の規定により宅地又は垣、さくその他これらに類するもので囲まれた土地に立ち

入らせる場合においては、国土調査を実施する者は、あらかじめ、当該土地の占有者に

通知しなければならない。ただし、占有者に対して、あらかじめ通知することが困難で

ある場合においては、この限りでない。

３ 第一項の場合においては、国土調査に従事する者は、その旨及びその者の身分を示す

証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

（立会又は出頭）

第二十五条 国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、当

該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人を現地に立

ち会わせることができる。

２ 国土調査を実施する国の機関又は地方公共団体は、その実施のために必要がある場合

においては、当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代

理人に、当該国土調査に係る土地の所在する市町村内の事務所への出頭を求めることが

できる。

（障害物の除去）

第二十六条 国土調査を実施する者は、その実施のためにやむを得ない必要がある場合に

おいては、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、当該国土調査に従事する者に、

障害となる植物又は垣、さくその他これらに類するものを伐除させることができる。

２ 国土調査を実施する者は、山林、原野又はこれらに類する土地で当該国土調査を実施

する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、かつ、

植物又は垣、さくその他これらに類するものの現状を著しく損傷しないときは、前項の

規定にかかわらず、所有者又は占有者の承諾を得ないで、当該国土調査に従事する者に

これらを伐除させることができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者又

は占有者に通知しなければならない。

（土地の使用の一時制限又は土地等の一時使用）

第二十七条 国土調査を実施する者は、第二十八条の規定による試験材料の採取収集及び

第三十条の規定による標識等の設置のために必要がある場合においては、あらかじめ占

有者に通知して、土地（宅地を除く。）の使用を一時制限し、又は土地（宅地を除く。）、

工作物若しくは樹木を一時使用することができる。
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（試験材料の採取収集）

第二十八条 国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、あ

らかじめ占有者に通知して、当該国土調査が行われる土地にある土じよう、砂れき、水
、、、 、、

又は草木を試験材料として採取収集することができる。

（損失補償）

第二十九条 第二十六条第一項又は第二項の規定により植物若しくは垣、さくその他これ

らに類するものを伐除させ、又は第二十七条の規定により土地の使用を一時制限し、若

しくは土地等を一時使用したために損失を生じた場合においては、これらの規定により

伐除させ、又は一時制限し、若しくは一時使用した者は、その損失を受けた者に対して、

相当の価額により、その損失を補償しなければならない。

２ 測量法（昭和二十四年法律第百八十八号）第二十条第二項の規定は、前項の場合に準

用する。

（標識等の設置及び移転）

第三十条 国土調査を実施する者は、その実施のために必要な標識又は調査設備（以下「標

識等」という。）を設置することができる。

２ 国土調査を実施する者は、前項の規定により標識等を設置した場合においては、遅滞

なく、当該標識等の所在地の市町村長にその旨を通知しなければならない。

３ 標識等の敷地又はその附近で、標識等のき損その他その効用を害する虞がある行為を
、

しようとする者は、当該標識等を設置した者に対し、理由を詳記した書面をもつてその

標識等の移転を請求することができる。

４ 前項の請求に理由があると認める場合においては、当該標識等を設置した者は、これ

を移転しなければならない。この場合において、その移転に要する費用は、移転を請求

した者が負担しなければならない。

（標識等の保全）

第三十一条 何人も移転、き損その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。
、

２ 前条第二項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る標識等について滅

失、破損その他異状があることを発見した場合においては、遅滞なく、その旨を当該標

識等を設置した者に通知するよう努めなければならない。

（分割又は合併があつたものとして行う地籍調査）

第三十二条 地方公共団体（第十条第二項の規定により地籍調査の実施を委託された法人

が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人）又は土地改良区等は、第五条第四項

若しくは第六条第三項の規定により指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定

められた事業計画に基づいて地籍調査を行うために土地の分割又は合併があつたものと

して調査を行う必要がある場合において、当該土地の所有者がこれに同意するときは、

分割又は合併があつたものとして調査を行うことができる。
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（代位登記）

第三十二条の二 地方公共団体又は土地改良区等は、前条の規定により土地の合併があつ

たものとして調査を行う場合において必要があるときは、当該土地の登記簿の表題部に

所有者として記録された者若しくは所有権の登記名義人又はその相続人に代わり土地の

表題部若しくは所有権の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の

登記若しくは更正の登記又は所有権の保存若しくは相続による移転の登記を申請するこ

とができる。

２ 前項の登記の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

（特別地方公共団体に関する規定）

第三十三条 この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区又は特別区長に適用

する。

２ この法律中町村又は町村長に関する規定は、町村が設ける一部事務組合で国土調査に

関する事務を共同処理するものがある場合においては、当該一部事務組合又はその管理

者に適用する。

（測量法との関係）

第三十四条 国土調査を行うために実施する測量については、この章に特別の定がある場

合を除く外、測量法の規定の適用があるものとする。

（事務の区分）

第三十四条の二 第十九条第二項から第四項まで及び第二十条第一項の規定により都道府

県が処理することとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第

二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第六章 罰則

第三十五条 第三十一条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の

罰金に処する。

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰

金に処する。

一 国土調査の成果をして真実に反するものたらしめる行為をした者

二 国土調査に従事する者又はこれに従事した者で、国土調査の実施の際に知つた他人

の秘密に属する事項を他に漏らし、又は盗用した者

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 国土調査の実施を妨げた者

二 第二十二条の二又は第二十三条の規定により報告又は資料の提出を求められた場合
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において、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告をし、若しく

は虚偽の資料の提出をした者

三 第二十四条の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

四 第二十五条第一項の規定による立会い又は同条第二項の規定による出頭を拒んだ者

五 第二十七条の規定による土地の使用の一時制限に違反し、又は土地、工作物若しく

は樹木の一時使用を拒み、若しくは妨げた者

六 第二十八条の規定による試験材料の採取収集を拒み、又は妨げた者

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法

人又は人の業務に関して前三条の違反行為をした場合においては、行為者を罰する外、

その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使

用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に関し相当の注意及び監

督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

附 則 抄

１ この法律は、公布の日から施行する。

○国土調査促進特別措置法（昭和三十七年法律第百四十三号）

（目的）

第一条 この法律は、国土の開発及びその利用の高度化に資するため、国土調査事業の緊

急かつ計画的な実施の促進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的

とする。

（定義）

第二条 この法律で「国土調査事業」とは、次に掲げる調査の事業をいう。

一 国土調査法（昭和二十六年法律第百八十号）第二条第二項に規定する地籍調査の基

礎とするために行う土地及び水面の測量（このために必要な基準点の測量を含む。）

並びに土地分類調査の基準の設定のための調査に係る基本調査で、国の機関又は都道

府県が行うもの

二 国土調査法第二条第三項に規定する土地分類調査又は同条第五項に規定する地籍調

査で、地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者が行うもの

（国土調査事業十箇年計画）

第三条 国土交通大臣は、国土審議会の意見を聴いて、国土の総合的な開発及びその利用

の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域につい

て、平成二十二年度以降の十箇年間に実施すべき国土調査事業に関する計画（以下「国
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土調査事業十箇年計画」という。）の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

２ 国土調査事業十箇年計画には、前条第二号に規定する土地分類調査については、同条

第一号に規定する基本調査又は同条第二号に規定する地籍調査と相まつて特に緊急に実

施することを必要とするものに限り、定めるものとする。

３ 国土調査事業十箇年計画には、政令で定めるところにより、十箇年間に実施すべき国

土調査事業の量を定めなければならない。

４ 国土交通大臣は、第一項の規定により国土調査事業十箇年計画の案を作成しようとす

るときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県の意見を

聴かなければならない。

５ 国土交通大臣は、国土調査事業十箇年計画について第一項の規定による閣議の決定が

あつたときは、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県に通知しなければな

らない。

６ 前各項の規定は、国土調査事業十箇年計画を変更しようとする場合について準用する。

（国土調査法の適用）

第四条 国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する国土調査事業については、この法律

に定めるものを除くほか、国土調査法の規定の適用があるものとする。この場合におい

て、国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する第二条第二号に規定する地籍調査に関

しては、同法第六条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「国土調査促進特別措置法

（昭和三十七年法律第百四十三号）第三条第五項」と、「特定計画」とあるのは「国土

調査事業十箇年計画」と読み替えて、同条の規定及び同条に係る国土調査法の規定を適

用する。

（国土調査事業十箇年計画の実施）

第五条 政府は、国土調査事業十箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。

附 則 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

（特定計画に関する規定の不適用）

２ 国土調査法第六条の二の規定は、昭和三十八年四月一日以後この法律の存続する間、

適用しない。

３ 昭和三十八年四月一日前に国土調査法第六条の二の規定に基づき作成された特定計画

は、同年三月三十一日限り廃止されたものとし、当該特定計画に係る同法第二条第五項

に規定する地籍調査については、同法第六条の三、第六条の四及び第九条の二の規定並

びにこれらの規定に係る同法の規定は、同年四月一日以後は、適用しない。

○地籍調査作業規程準則（昭和三十二年総理府令第七十一号）（抄）
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（現地調査の通知）

第二十条 地籍調査を実施する者（法第十条第二項の規定により国土調査の実施を委託さ

れた法人が国土調査を実施する場合にあつては、その実施を委託した都道府県又は市町

村。以下この条及び次条において同じ。）は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査

票の作成の終了時期が明らかとなつたとき又はその作成を終了したときは、現地につい

て行う一筆地調査（以下「現地調査」という。）に着手する時期を決定し、現地調査を

実施する地域内の土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人（以下「所

有者等」という。）に、実施する地域及び時期並びに調査に立ち会うべき旨を通知する

ものとする。

（筆界の調査）

第三十条 筆界は、慣習、筆界に関する文書等を参考とし、かつ、土地の所有者等の確認

を得て調査するものとする。

２ 第二十三条第二項の規定による立会が得られないことについて相当の理由があり、か

つ、筆界を確認するに足る客観的な資料が存在する場合においては、当該資料により作

成された筆界案を用いて確認を求めることができるものとする。

３ 土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人の所在が明らかでないため

第二十三条第二項の規定による立会いを求めることができない場合で、かつ、筆界を明

らかにする客観的な資料が存在する場合においては、前二項の規定にかかわらず、関係

行政機関と協議の上、当該土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人の

確認を得ずに調査することができる。

４ 土地の所有者等の所在が明らかな場合であつて第一項及び第二項の確認が得られない

とき又は前項に規定する立会いを求めることができない場合であつて前項の規定に基づ

き調査することができないときは、調査図素図の当該部分に「筆界未定」と朱書するも

のとする。


